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大津市立和邇小学校ＰＴＡ会則

第一章 名 称

第１条 本会は、大津市立和邇小学校ＰＴＡ（以下、「本会」という。）と称し、事務所は大津市立和邇小学校に

置く。

第二章 目 的

第２条  本会は、会員の資質の向上と家庭・学校・地域社会の連携を密にし、児童の健全育成を目的とする。

第三章   方   針

第３条  本会は、次の方針をもって活動する。

   １ 会員相互の研修および親睦をはかる。

   ２ 家庭と学校が協力して教育的環境の整備をはかる。

   ３ その他前条の目的を達成するため必要なこと。

第４条   本会は、自主独立のものであって、他のいかなる団体の干渉も受けない。

第５条  本会は、学校の団体、人事および管理に干渉せず、また、学校の財産的維持に関して直接の責めを負わ

ない。

第四章    会   員

第６条  本会は、大津市立和邇小学校に在学する児童の保護者、ならびに本校に勤務する校長および教師を会

員とする。

第五章  役   員

第７条   本会の役員は、次のとおりとする。

   １ 会 長          １名

   ２ 副会長          ２名

   ３ 会 計          １名

   ４ 庶 務          １名

   ５ 総 務          ４名

   ６ 特別役員         ３名 （校長 教頭 教務主任）

   ７ 本会の役員定数は、役員会の議決を経て一時的に変更することができる。
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第８条   役員の任務は、次のとおりとする。

   １ 会長は、本会を代表し会議を召集する。

   ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。

   ３ 会計は、本会の会計を担当する。

   ４ 庶務は、本会の事務一般を担当する。

   ５ 総務は、第１６条に定める各部の部長並びに、

学級委員長及び地区委員長を兼任し、諸行事の運営を担当する。

なお、厚生部長が学級委員長を務める。

   ６ 特別役員は、随時会議に出席し意見を述べる。

第９条   本会は、会計監査２名をおく。 会計監査は、年度末までに監査を行う。

４年生の正学級委員、副学級委員がこれにあたる。

第 10 条   本会に地区委員会をおく。

  １ 地区委員は、地区関係機関と連絡協調を密にし、地区児童の福祉増進に寄与する。

    ２ 副委員長は、委員の互選によって決定する。

３ 委員長・副委員長は、必要に応じて委員会を開くことができ、役員会での

議決事項については各委員に諮る。

４ 地区委員長は、教師委員および地域菅家諸団体、警察関係機関等と連携し、児童の安全対策の推進をは

かる。

   ５ 副委員長は、選挙管理委員長・副委員長を兼任する。

第 11 条   本会に学級委員会をおく。

   １ 学級委員は、担当教師と連絡協調を密にし、学級児童の教育向上に寄与する。

         ２ 委員長は、必要に応じて委員会を開くことができ、役員会での議決事項については各委員に諮る。

    

第 12 条   本会に教師委員若干名をおく。

      教師委員は保護者と連絡協調を密にし、家庭・学級各教育の充実に寄与する。

第 13 条   役員の任期は１ケ年とする。

第 14 条   会長・副会長・会計・庶務・総務・および地区・学級・教師各委員の選出は、別に定める選挙細則に

よる。

第 15 条   本会に顧問をおくことができる。

第六章  専  門  部

第 16 条   本会は、次の 3 つの専門部をおく。

   １ 研修部

   ２ 広報部

   ３ 厚生部
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第 17 条   各専門部は、学級委員によって構成し、互選により各専門部の副部長を決定する。その任務内容は

次のとおりとする。

   １ 研修部は、児童と会員相互の研修と親睦をはかる。

     また、学校環境の整備をはかる。

   ２ 広報部は、本会の広報活動の充実をはかる。

   ３ 厚生部は、ベルマーク活動の推進をはかる。

第七章  会   議

第 18 条   本会の会議は次のとおりとする。

   １ 総会

   ２ 執行部会

   ３ 役員会

第 19 条   総会は年 1 回、役員会は必要に応じ開催する。

      ただし、会員の３分の１以上、または、特別役員から要求のあった場合は、

臨時総会を開かなければならない。なお、会長が必要と認めた時は開くことができる。

第 20 条   会議の成立は、各会の構成員の３分の１以上とする。ただし、総会においては委任状出席をみとめる。

決議は、出席者過半数の同意を必要とする。

第 21 条   総会は、会員・地区委員・学級委員・教師委員および役員をもって構成する

最高決議機関で、任務・構成は次のとおりとする。この場合、役員は決議権を有しない。

   １ 会議の審議決定。

   ２ 会則および選挙細則の改正。

   ３ 予算の審議決定および決算の承認。

   ４ 新役員の報告確認。

   ５ その他必要な事項。

第 22 条 執行部会は会長・副会長・特別役員をもって構成し、任務権限は次のとおりとする。

１ 総会決議に基づく常時会務の運営。

２ 総会議事・日程の決定。

３ 各部からの報告と審議。

４ 専門部・委員会からの報告と審議。

５ その他必要な事項。

第 23 条   役員会は、会長・副会長・会計・庶務・総務・

特別役員をもって構成し、任務権限は次のとおりとする。

   １ 総会決議に基づく常時会務の運営。

   ２ 総会議事・日程の決定。

   ３ 役員会からの報告と審議。

   ４ 専門部・委員会からの報告と審議。

   ５ その他必要な事項。
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第 24 条   本会は、補佐をおくことができる。補佐は、教師若干名がこれにあたる。

  第八章  会   計

第 25 条   本会の経費は、会費・事業収入および寄付金で支弁する。

         会費は前期 1 回徴収する。ただし、年度途中に転入があった場合は転入月より月額計算で徴収する。な

お、転出の場合は返金しない。

第 26 条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日で終わる。

第九章   慶 弔 費

第 27 条   会員に慶弔があった場合には、次の慶弔費を支給する。

   １ 会員および本校在籍児童が死亡した時５，０００円を支給する。

   ２ その他必要に応じ役員会にて協議する。

第十章   改 正

第 28 条 本会の会則および選挙細則は、総会において委任状出席を含む出席の３分の２以上の賛成によって

改正することができる。

付  則

本会会則は、平成 ４年 ５月２６日改正施行する。

本会会則は、平成 ９年１０月 ４日改正施行する。

本会会則は、平成１２年 ５月２４日改正施行する。

本会会則は、平成１６年１０月２５日改正施行する。

本会会則は、平成２２年 ５月１８日改正施行する。

本会会則は、平成２６年 ５月２１日改正施行する。

本会会則は、平成２７年 ５月２０日改正施行する。

本会会則は、平成２８年 ５月１８日改正施行する。

本会会則は、平成２９年 ５月１８日改正施行する。

本会会則は、 令和元年 ５月１６日改正施行する。

本会会則は、 令和２年 ５月１４日改正施行する。
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大津市立和邇小学校ＰＴＡ選挙細則

第一章 会長・副会長・会計・庶務・総務の選出

（役員の資格）

第１条  立候補及び役員の資格については、全学年の保護者が有する。

（会長の選出）

第２条

1 会長の選出は、定められた期間内に会員からの複数の立候補があれば、全会員による選挙

を行う。ただし、立候補が１名の場合は信任投票によるものとする。

2   会長への立候補がない場合は、最高学年全体の選出対象者で会長を選出するものとする。

3   免除基準については第 7条に別に定める

（副会長・会計・庶務・総務の選出）

第３条

1       副会長・会計・庶務・総務・（以下、他の役員という）の選出については、最高学年全体

の選出対象者で選出するものとする。

2       会長への立候補があった場合は、他の役員については会長候補者以外の最高学年全体の

選出対象者で選出するものとする。

3      免除基準については第7条に別に定める

第４条

1       役員の決定は、最高学年全体の選出対象者で選出をもって決定とみなす。

2       会長選挙については、立候補が出た場合得票数が同数の場合、抽選により決定する。

（選挙管理委員会）

第５条   選挙管理委員会は、本部役員の総務・地区委員をもって組織する。

（選挙管理委員会の任務）

第６条  選挙管理委員会は次の選挙事務を行う。

    １ 会長の立候補期間を定め、各会員に公示する。

    ２ 会長への立候補がある場合は、投票日を定め、その 2日前までに候補者の氏名・地

区など所要事項を記載した書面を全会員に送付する。

    ３ 投票用紙を作成する。

    ４ 選挙投票日に投票準備をする。

    ５ 開票手続きをし、当選者を決定する。

    ６ 開票の結果を当選者及び全会員に通知する。

７ 選出された役員をとりまとめ、全会員に通知する。
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（本部役員の免除）

第７条

1 次年度の本部役員免除願い（以下、免除願いという）を現会長に提出することができる。

2 免除願いの受付期間は、１０月１日から１０月末日とする。

3  会長は免除願いについての役員会を１１月末日までに開催しなければならない。

4 役員会は免除願いについて審議し、過半数の賛成を得られなければ原則受理しないものとする。

5 役員会が免除願いの受理をしたことをもって次年度の免除を決定するものとする。

6 免除願いの効力は１年間とする。

7 免除対象基準は

「1.過去に一度ＰＴＡ本部役員をした会員

       2.昨年度地区委員をした会員      」

                                    とする

（役員の解任）

第８条 役員がその職の信用を傷つけ、又は会全体の不名誉となるような行為をした場合、

臨時総会において、その出席者の過半数が必要と認めれば、全会員による解職投票

を行うことができる。

全会員の 3分の 2以上の賛成により解任されるものとする。

第二章   地区委員の選出

第９条

１ 地区委員は、地区ごとに２０世帯以上の場合、保護者2名を各地区の定める方法により選出する。

２０世帯未満の場合は、保護者1名の選出でもよい。

２ 各地区は、小野・和邇中・今宿・南浜・中浜・北浜・高城台・虹ヶ丘・高城・栗原・住吉台・

和邇春日・北住吉とする。

第１０条  地区委員に欠員が生じた場合は該当地区から再び選出する。

第１１条  地区委員の選出は遅くとも１２月中旬までに行う。

第１２条 選挙管理委員長は、委員の互選によって選出する。
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第三章  学級委員の選出

第１３条 学級委員は、学級ごとに学級保護者会を開催し互選により選出する。

第１４条  学級委員の選出方法は次のようにする。

    １ 学級委員の選出には総務がこれにあたる。

     

    ２ 学級委員は１児童につき６年間に１回だけ選出される。ただし、兄弟姉妹による  

連続選出はしない。

    ３ 学級委員の決定は、総務文書にて通知する。

    ４ 今年度の本部役員・地区委員

前年度の学級委員、本部役員、地区委員は原則として候補に該当しない。

第１５条  学級委員に欠員が生じた場合には、再度、学級保護者会を開催し選出する。

第１６条  学級委員の選出は、学年初めの早い時期に行うことが望ましい。

第四章  教師委員の選出

第１７条  教師委員の選出は、教師全員に一任し、その数は特別委員が会長と協議の上決定

する。

付  則

本会細則は、平成 ２年 ５月２２日改正施行する。

本会細則は、平成 ４年 ５月２６日改正施行する。

本会細則は、平成 ９年 ５月２１日改正施行する。

本会細則は、平成１０年 ５月２０日改正施行する。

本会細則は、平成１２年 ５月２４日改正施行する。

本会細則は、平成１６年１０月２５日改正施行する。

本会細則は、平成１９年 ５月１７日改正施行する。

本会細則は、平成２０年 ５月２３日改正施行する。

本会細則は、平成２１年 ５月１９日改正施行する。

本会細則は、平成２２年 ５月１８日改正施行する。

本会細則は、平成２９年 ５月１８日改正施行する。

本会細則は、平成３０年 ５月１７日改正施行する。

本会細則は、 令和元年 ５月１６日改正施行する。

本会細則は、 令和２年 ５月１４日改正施行する。



  大津市立和邇小学校ＰＴＡ個人情報保護方針

第１条（主旨）

  本会は、会員の個人情報の重要性を認識し PTAの運営に従事する者全員が「個人情報の

保護に関する法律」等の関係法令を遵守し個人情報を適正に取り扱うため、以下の方針

を定めるものとします。

第２条（定義）

  本会が保有する個人情報とは以下の内容となります。

  １ 会員の氏名、ふりがな、住所、連絡先

  ２ 会員の子である生徒の氏名、ふりがな、学年、クラス

  ３ 画像や音声によって会員ならびに会員の子を識別できる情報

第３条（取得）

  本会は適法で公正な手段による運営上必要な範囲内での個人情報の取得に努めます。

第４条（利用目的）

  本会が保有する個人情報は、会員本人の同意なく、利用目的の範囲を超えて利用するこ

とはありません。本会が取得した個人情報は、ＰＴＡの事業を実施するための連絡及び

組織運営にのみ利用いたします。

第 5 条（第三者への提供）

  本会の保有する個人情報は、以下の場合を除き、会員本人の同意なく、第三者に個人情

報を提供しません。

  １ 法令に基づく場合

  ２ 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、会員本人の同

意が得ることが困難であるとき。

  ３ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であ

って、本人の同意を得ることが困難であるとき。

  ４ 本会の運営上必要な範囲内で、業務委託先等に対して個人情報を提供する必要が

ある場合、但しその場合には業務委託先に対して提供した個人情報の適正な取り

扱いを求めるとともに適正な管理を行います。

第 6 条（個人情報の照会・訂正・削除）

   会員の情報を紹介・訂正・削除する場合には、会員本人からＰＴＡ役員まで直接ご連絡

下さい。会員本人と確認できる場合に限り対応します。なお、個人情報に訂正、変更な

どありましたら速やかにご連絡いただきますようお願いいたします。



第 7 条（個人情報の破棄）

   本会が保有する個人情報は、原則的にＰＴＡ退会時（転校や卒業など）に破棄をします。

   但し、広報や行事記録は 5 年間保管後、破棄することとします。

第 8 条（本方針の改定）

   本取扱い方針について改善を要する場合、必要に応じて役員会にて改定を行います。

第 9 条（問い合わせ窓口）

   本取扱い方針及び本会の保有する個人情報について、ご不明な点がありましたらＰＴＡ

役員及び教務主任までお問い合わせ下さい。

第 10 条（付則）

   この方針は平成 30 年５月１７日より施行いたします。


